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 受付日 令和 8年 2月 16 日 回答日 令和 8年 3月 23日 担当課 子ども家庭支援課

 意 見 等

の内容

社会福祉部門、健康保健部門では様々な相談等を受けておられると思います。 

心理的診断、心理的カウンセリングは必須な業務になって来ています。児童相談、障 

がい者相談では特に。 

そうした分野を担する心理士さんを最低三名は配置を。三名の年齢は少し離れている 

ことが肝要。スーパーバイズできる人が必要なことと業務の引き継ぎ、ケースの引き継 

ぎを行なってゆくことを考慮すると最低三名は正規職員配置を。 

障がい者相談事業所、保育施設等に心理士の配置が定められていないためにそのこと 

は市として必要と考えます。

 回 答 の

内容

　社会福祉部門及び健康保健部門における心理的支援の重要性や相談支援における心

理職の配置、専門職へのスーパーバイズの必要性についてご意見をお寄せいただき、あ

りがとうございます。 
 

本市では現在、こども家庭センターに臨床心理士を１名配置しております。同センタ

ーでは、子育てに不安や課題を抱える家庭に対し、母子保健と児童福祉の相談支援を一

体的に行っています。臨床心理士は、個別の相談対応や関係機関との連携、支援方針の

検討などのケースワークを担う中で、発達や情緒面のアセスメント、保護者やお子さん

への心理的支援など、専門的な視点を活かして支援に関わっております。 
 

また、教育現場におきましても、児童生徒との関わりの中で、子どもたちの心のケア

をはじめとする心理に関する専門的知見が果たす役割は重要であると認識しておりま

す。こうした状況を踏まえ、教育現場への臨床心理士の配置について、現在、検討を進

めているところです。 
 

今回のご意見を契機に、障がい者福祉課にもご意見の内容を申し伝えたところです。

相談支援において、心理に関する専門的知見が支援の質の向上や相談にあたる担当者の

支えにもつながるという点については、本市としても重要であると考えております。 
 

心理職の配置につきましては、ご提案にあるような年齢構成を考慮した複数名の心理

職を配置し、スーパーバイズや相談員への助言などの専門的な役割を担う体制を整えて

いる自治体は、全国的にも多くはないものと認識しております。心理職の配置や活用の

方法は自治体によって様々であり、関係部署と連携しながら相談支援に関わる体制をと

るなど、自治体の状況に応じた取組が行われております。 
 

本市におきましても、いただいたご意見を参考にしながら、同種専門職同士が相談し

やすい環境づくりや専門性の向上に努めるとともに、職種の中での人材育成を図ってま

いりたいと考えております。


